
仙台医療圏地域医療構想推進業務に関する質問に対する回答 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ５ 日 

宮城県保健福祉部医療政策課 

 

 質問事項 回答 

1 

募集要領３ 

 協力企業の活用やJVでの企画提案は可

能か。 

  

共同企業体による企画提案は採用して

おりません。 

なお，協力企業の活用については，発注

者との協議が必要になりますが，再委託

することは可能です。 

2 

募集要領３（４） 

「受託した実績があること」とある。こ

れは対象期間である平成２５年４月１日

以降で令和４年３月１日までに契約して

いればよく，業務として完遂していなく

てもよいとの理解でよいか。 

 

お見込のとおりです。 

3 

募集要領３（５） 

応募資格に「医業経営コンサルタント

の有資格者を統括責任者及び主任担当者

とする」とあるが，資格保持者が参加して

いる形ではなく「責任者」である必要があ

るか。より業務経験が優れているものが

存在する場合でも民間資格の医業経営コ

ンサルタントの有資格者が責任者となら

なければならないのか。 

 

 お見込のとおりです。 

4 

募集要領３（５） 

「一級建築士の有資格者を本業務に配

置できること」とあるが，この点は再委託

可能か。 

 

 発注者との協議が必要になりますが，

再委託することは可能です。 

  



5 

募集要領５（３） 

業務受託実績として同種又は類似の業

務実績とその実施年度（平成 25 年 4 月 1

日以降）が求められている。「同種又は類

似の業務実績」とは３（４）に示されてい

る「国，独立行政法人国立病院機構，独立

行政法人労働者健康安全機構，国立大学

法人，都道府県，市町村が設置する病院又

は公的病院（医療法第３１条に規定する

厚生労働大臣が定める者の開設する病院

をいう。）の整備（２００床以上の病院の

新築又は全面改築）に関する基本構想又

は基本計画の策定業務を平成２５年４月

１日以降，元請けとして受託した実績」と

の理解でよいか。 

 

お見込のとおりです。 

6 

募集要領６（２） 

「プレゼンテーションは予め提出され

た企画提案書に基づいて行うこととし，

追加資料の配布等は認めない」とあるが，

企画提案書の内容をパワーポイント等に

簡潔にまとめた資料を当日投影してプレ

ゼンテーションをすることは認められる

か。 

 

 追加資料の配布等は認めておりません

ので，予め提出された企画提案書を使用

してプレゼンテーションを行っていただ

くことになります。 

7 

仕様書４（３） 

新病院の具体的な方向性，病院の在り

方については相手先（仙台赤十字病院並

びに東北労災病院）とのディスカッショ

ンに基づき作成するのか。ないしは外部

環境からの示唆により宮城県としてある

べき機能を提示する形となるのか何れの

形となるか。 

 

 新病院の具体的な方向性や病院の在り

方については，基本的には，県と相手先と

の協議を踏まえ作成することになります

が，その他，地域医療や病院経営に関する

学識経験者の意見も伺いながら作成する

ことを予定しております。 

8 

仕様書４（３） 

新病院の具体的な方向性，病院の在り

方については相手先（仙台赤十字病院並

びに東北労災病院）とのディスカッショ

ンに基づく場合，ディスカッションの推

進，取りまとめは本件に含まれるのか。な

いしは別途で実施されたものを参照する

のか。 

 

 新病院の具体的な方向性や病院の在り

方に係る相手先とのディスカッションの

推進や取りまとめは，県が主体となって

行いますので，受託者には，県と関係機関

との協議支援をしていただくことを予定

しております。  



9 

仕様書４（３） 

新病院の具体的な方向性の確定（統合

相手との合意）はどのタイミングで，どの

ように行われる予定か（本件とは別途と

いう理解でよいか。）。 

 

 新病院の具体的な方向性の確定（統合

相手との合意）の時期については，令和４

年度中の基本合意を目指しております

が，具体的な時期については未定となっ

ております。 

 なお，本業務は，関係機関との協議及び

基本合意に必要な業務を行うことを目的

としておりますので，基本合意と密接な

関連があることを御承知願います。  

10 

仕様書４（３） 

概算事業費や収支計画については，新

病院の具体的な方向性によって大きく変

動すると考えられるが，方向性の確定を

待っての試算となるのか。ないしはいく

つかの仮説に基づいて実施するのか（最

終的には，新病院の経営主体が責任を持

ち，検討すべき事項であるが，何れの主体

が経営主体であれ，宮城県が事業費含め，

担保する形での計画策定との理解でよい

か。）。 

 

 概算事業費や概算収支シミュレーショ

ンについては，新病院の具体的な方向性

を検討しながら，いくつかの仮説に基づ

き試算をしていただくことを予定してお

ります。 

 なお，本業務は，基本合意に向けて新病

院の具体的な姿を検討し，関係機関との

協議に活用するものであり，最終的な基

本構想や基本計画等の策定は，新病院の

各運営主体が行う予定です。 

  

11 

仕様書４（３） 

概算事業費，収支計算にあたっては，ど

の程度の臨床データ，収支データの開示，

活用を想定されているのか。 

 

 概算事業費や概算収支シミュレーショ

ンについては，各病院が保有する DPC デ

ータなどの院内統計や財務諸表等を活用

して分析することを予定しております

が，収集すべきデータの内容については，

県と受託者との協議の上，決定したいと

考えております。 

  



12 

仕様書４（３） 

「立地場所，建物規模，駐車場台数，建

物配置案及び整備スケジュールの整理」

について，どの程度の検討が必要か（建築

上の要件確認，図面などを含むのか。おお

まかなボリューム感でよいのかなど）。 

 

 本業務では，基本合意に向けた新病院

の具体的な姿を検討することになります

ので，概算事業費の試算ができる程度の

検討は必要と考えております。 

なお，立地場所，建物規模，駐車場台数，

建物配置案及び整備スケジュールの整理

をしていただきますので，建築上の要件

確認や建物配置案を含む図面の作成は必

要と考えております。 

13 

仕様書４（４） 

当事者間，関係自治体，医療関係者等で

構成する各種会議のほか，外部有識者等

を含めた策定委員会の開催は予定してい

るか。予定している場合は，開催回数・開

催時期の目安を教示いただきたい。 

 

 外部有識者等で構成する策定委員会の

開催については，予定しておりません。 

14 

仕様書４（４） 

当事者間，関係自治体，医療関係者等で

構成する会議等は原則 WEB 会議の方式で

行うとあるが，発注者との個別会議につ

いても主に WEB 会議方式（適宜訪問も併

用）によるものと理解してよいか。 

 

 お見込のとおりです。 

 


